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招集期日 平成２２年９月１５日（水曜日）

招集場所 入間市庁舎５階第１委員会室

開 会 ９月１５日（水曜日）午後 ２時００分

閉 会 ９月１５日（水曜日）午後 ３時３０分

出席委員 委 員 長 金 子 俊 雄 副委員長 山 本 秀 和

委 員 石 田 芳 夫 委 員 安 道 佳 子

委 員 向 口 文 恵 委 員 堤 利 夫

委 員 小 島 清 人 委 員 齋 藤 國 男

委 員 野 口 哲 次

欠席委員 な し

説明のため出席した職員 企画部長 企画部次長

企画課長 関係職員

委員会に出席した事務局職員 玉 井 栄 治 沼 井 俊 明
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△ 開会及び開議の宣告（午後 ２時００分）

委員長 ただいまの出席委員は９名であります。定足数に達しておりま

すので、これより基地対策特別委員会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

△ 議事

委員長 これより議事に入ります。

それでは、お手元に配付いたしました協議事項によりまして議

事を進めさせていただきます。

本日は、まず執行部からの資料提出がありますので、説明をお

願いをいたします。

企画課長 それでは、資料説明をさせていただきます。

本日お手元に配付をしたものは２点でございます。資料27、そ

れを補完する資料、さらに28ということでございます。これは、

前回の基地対策特別委員会で課題として委員の皆様方からいただ

いたもののうちの２点ということになります。前回の特別委員会

では、５点ほど課題として提起されております。１つが、きょう

資料としてお出ししております横田飛行場周辺の航空機騒音関係

のもの、それから横田基地へ着陸する際の狭山丘陵上空での旋回

がわかる内容のもの、それから３点目が、横田基地に隣接する瑞

穂町の町議会などが行った横田基地の見学状況、それから４点目

が、住宅防音工事区域、これは入間基地、それから横田基地も同

様でございますが、70Ｗ値区域図の提供、それから５点目が留保



- 3 -

地の処分価格の試算ということであります。

この中で、一番最初に申し上げた横田飛行場周辺のものが資料

27ということですが、これからまず説明をさせていただきます。

委員長 座ってやってください。

企画課長 はい。よろしいですか。

この資料27につきましては、滑走路との位置関係を中心に作成

をさせていただきました。横田飛行場の周辺北側には、これを入

間市分まで含めますと、８カ所の測定施設が設置されていると。

これの内訳でございますけれども、防衛省の北関東防衛局で設置

してあるものが４カ所、番号で申し上げますと、１番、５番、６

番、７番。それから、東京都が独自に設置しているものが１カ所、

これが番号で申し上げますと３番。瑞穂町の独自の測定箇所が２

カ所、これが２番、４番。そして、これは入間市分になりますが、

埼玉県で１カ所ということで８番、金子小学校ということになっ

ております。

これは、横田飛行場からの赤いラインで示してあるものが、ほ

ぼこれが飛行機の航路になると思われる線でございまして、この

ような状況で今配置をされているということであります。

これに基づいて騒音の状況を整理したものが、その次に表とし

て示してあるもので、左側のナンバーがそれぞれの測定箇所の番

号と一致する形になっています。年間平均それぞれの各月の状況

としては、上段に平均Ｗ値、いわゆるうるささ指数、下段が平均

の騒音発生回数ということで示してあり、一番右側には年間平均
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という形で整理されています。

やはりここから読み取れることは、当然のことでありますが、

滑走路から離れていく測定地については、やはり数値が下がって

いるということが読み取れるということでございます。

それから、資料28でございます。これはやはり前回の特別委員

会で話題として上がった留保地をもし取得する場合にはどのくら

いの費用がかかるのであろうかということで、前回、おおむね

300億円という数字が平成15年度に試算をされたものとして出さ

れました。今回、このことに関して試算をさせていただきました。

これは、先ほど申し上げましたように、平成15年当時、ジョンソ

ン基地跡地利用計画審議会の中間答申で示された計画の概要図と

一致させておりますので、それとの比較ということで出してあり

ます。現時点での比較は、22年７月１日時点の固定資産税鑑定評

価額から試算した額として出したもので、やはり市街地宅地評価

法という方式で市街地を宅地として見た場合にどのぐらいになる

かという試算の仕方であります。15年当時は293億円、約300億円

に対しまして今回の試算では241億円、約250億円というふうにな

っております。

内訳は、そちらにも示しましたとおり、今回の試算では、入間

市側留保地が122億円、それから東町側が119億円、それぞれ下落

率は、入間市側が10.3パーセント、それから東町側が下落率24パ

ーセントという状況になっております。

資料説明は以上ですが、先ほど冒頭申し上げました５点のうち
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の３点については、口頭で報告をさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

委員長 資料ではなくですか。

企画課長 はい、申しわけございませんが。

委員長 はい。

企画課長 まず、１点目は、横田基地の飛行機が着陸する際の狭山丘陵上

空の旋回状況がわかる図面がとれないだろうかという課題提起が

ありました。これに関しては、結論から申し上げますと、北関東

防衛局を経由して横田基地の広報部に照会をしたところ、米軍の

運用の内容であるために回答は控えたいとのことでございまし

た。

それから、２点目が瑞穂町の町議会などが行っている横田基地

の見学コースのことですが、これにつきましては、瑞穂町の基地

対策担当は企画総務部の秘書広報課でございまして、こちらのほ

うに確認をしましたところ、過去に平成20年に１度行っていると

いうことです。これは前回説明を申し上げましたが、従来の見学

コースと同様のコースで、基地広報部の概況説明に加えて基地の

外周をバスで見学するという内容のものを行ったということであ

ります。

それから、もう一点が住宅防音工事区域の70Ｗ値の区域図につ

いてであります。これも北関東防衛局のほうへの照会によります

と、航空機騒音に係る環境基準、この趣旨を踏まえて75Ｗ以上の

区域で住宅防音工事を実施していると。このことから、それ以下
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の区域図はつくっていないと、そういった回答でございました。

以上、資料説明としては２点ほど、口頭で申しわけございませ

んが、３点ほど前回の委員会の課題としての資料提供とさせてい

ただきます。

よろしくお願いいたします。

委員長 ありがとうございました。

ただいまの説明について何か聞きたいことがありましたらお願

いします。

石田委員 口頭の説明のほうで住宅防音の関係で70Ｗの区域はつくってい

ないと言うのですけれども、民間の飛行場はつくっているのでは

ないかと思うのですけれども、その点は。横田に関してはどうか

わからないけれども、どうなのでしょうか。調べたことないかな。

企画課長 現時点では調べておりませんので、情報は持っておりません。

石田委員 もしできたら、次回で結構ですから、聞くだけ。民間の飛行場、

成田だとか、羽田とか、そういうところはどうなっているのか、

ちょっと調べておいていただけますか。

企画課長 はい、了解いたしました。

委員長 では、その点は大丈夫ですか。

ほかにございますか。

堤委員 資料27の表の見方ですけれども、下段の騒音発生回数の月平均

というのは、これは例えば４月に、８の地点であれば18.8回とい

うのは、月平均というのはどういうことですか。

企画課副主幹 こちらの表の８番、金子小学校、４月のところの18.8回、



- 7 -

こちらは埼玉県が設置している基準ですけれども、こちらの基準

につきましては、67デシベル以上の音が５秒以上発生したものを

１回としてカウントしているとのことでございます。それによっ

て、月平均が18.8ということであります。

堤委員 その月平均という表現が、要するに４月に18.8回あったと、こ

ういうこと。

企画課副主幹 １日当たり何回というカウントがされるかと思うのですけ

れども、それの月30日で乗じた数字が18.8回という形になります。

〔「１日平均」と言う人あり〕

堤委員 これを30倍すると１カ月の回数ということ。

企画課副主幹 おっしゃるとおり、月の１日平均の数字が18.8回というこ

とになります。

委員長 30日掛ければいいわけだね。それが67デシベル以上のものとい

うこと。

ほかにありますか。

野口委員 この直線上のところ、金子公民館、金子小学校あたりというか、

これは防音工事の範囲内なのですか、防衛省から補償が出る。

企画課副主幹 こちらの７番、８番のところにつきましては、両方とも入

間市に入ってございます。そちらにつきましては、防衛省の住宅

防音の助成の区域になってございます。

野口委員 その区域の条件というのは、どういう基準以上だったら、何回

以上だったらというような基準あるのですか。

企画課副主幹 北関東防衛局のほうで住宅防音工事の対象区域というのが
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示されてございまして、こちらの金子小学校、金子公民館のとこ

ろは、75Ｗの対象区域ということになってございます。それと、

もう少し基地のほうに近くなっているところにつきましては80Ｗ

というような区域で、だんだん基地に近づいていくことによって

数字が大きくなっている区域が指定をされてございます。

野口委員 この狭山台というか、ここら辺の飛行ルートわからないと言う

のだけれども、これはかろうとしたら、県に協力を求めるなりし

て簡単にはかれるのですか。そのはかり方というか、結構機材と

か高いのですかね。

企画課副主幹 測定につきましては、固定型の設置測定器で計測をしてお

りますけれども、簡単なハンディターミナルの測定器もございま

す。これは市の環境課のほうにもございますので、そういったも

のでも測定することは可能かと思います。

齋藤委員 今お話しあった簡単な測定器というのは、手か何かでかざして。

野球のスピードガンではないけれども、我々も借りることできる

のですか。

企画部次長 以前公害の担当で騒音計扱っていましたのでお答えしますけ

れども、通常この先に棒が出ていて、ここへ持ってくれば、議員

さんの声がこういうふうに振れるような。大きさ的にはこのぐら

いで、先にこういう騒音計ですから。

齋藤委員 そうしますと、うちなんかの上のたまたまこっち側に飛んでき

たものがすごい音。そういうのもはかれてしまう。

企画部次長 はかれますけれども、問題なのは、いつ飛行機が飛んでくる
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かわからないわけですよね。

齋藤委員 そうですね。ああ、そうか。でも、入間基地では、飛ぶ日にち

は大体決まっている。

企画部次長 ですから、私も30年ぐらい前、金子の畑の決められたところ

で１日朝から騒音計持って粘っていて、埼玉県が一番最初に航空

機騒音の環境設定というのをしてなくて、30年ぐらい前、議会で

ありまして、緊急的にではやろうって、入間市の職員と県の職員

で畑の真ん中の場所で何時何分、当時は騒音計も簡単だったので、

レコーダー持っていきまして、何月何日何時、朝から夕方までず

っと待っていたと。それで当時はやったのですけれども、今は非

常に高精度の騒音計、何百万円とするのですけれども、それを置

いておけば、飛行機が来たな、何ホンですというのを全部集計し

てコンピュータ上でリストで見られるというような形になってい

ますので、はかるのであれば、そういった自動測定器。当時で恐

らく300万円ぐらい、今もう数百万円しますけれども、精度のす

ごいいいのができていますけれども、そういうものがこの黒い点

のところには設置されていると。

齋藤委員 そうしますと、今これは横田基地ですけれども、入間基地のほ

うのそれもやっぱりされている。

企画部次長 測定している定点測定というところには、どの程度の機械が

置いてあるかわかりませんけれども、自動測定器と言われる、飛

行機が来たら自動的に測定を開始する測定器がついていると思い

ます。
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齋藤委員 はい、わかりました。

委員長 よろしいですか。

〔「はい」と言う人あり〕

委員長 ないようですので、次に進みたいと思います。

次に、２といたしまして、今後の基地対策特別委員会の運営に

ついてを議題といたします。

前回の委員会では、入間市駅前の留保地につきましては時間を

かけて検討し、その中で要望が必要となった段階で要望活動をし

ていくこととなりました。また、騒音問題については、さまざま

な実態調査等をして、これをもとに検討していくということにな

りました。

ただいま執行部から資料の提出がありましたが、本日は、引き

続きこの２点についてご協議をお願いします。３月定例会に向け

て委員会の報告書を具体的にまとめる必要がありますので、結論

に結びつくようなご検討をお願いいたしたいと思います。よろし

くお願いします。

まず、留保地の関係についてご協議をお願いします。

石田委員 質問も兼ねてなのですけれども、今回出された資料で見ますと、

前回136億円というのが今度122億円になっていますね、7.6ヘク

タールで。この中で払い下げで道路分は無償という形になります

ね。これは全部道路だとか何か抜いて全部宅地と見て122億円と

いう単価だと思うので、その道路分を抜いて、そのほかに例えば

公園緑地でやるところは３分の１の時価の売り払いということに
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なると、40億円いかない金額で何とかあそこのところを市のもの

に買うことができるのではないかなというふうに解釈してよろし

いのですか。

企画課長 ご指摘のとおり、道路分は無償ということになります。ただ、

ゾーンを、15年当時の出し方が、商業とか、誘導地とか、いろい

ろ分かれておりまして、公園というふうに設定していないもので

すから、明確にはその辺は申し上げられないというところであり

ます。

石田委員 そうすると、実際には、例えばこれは商業地だとか、住宅地だ

とかという形の前回の利用計画の中に沿った金額であって、今回

例えばこれが全部公園だということになると、もっと単価下がる

わけですね、全体の単価そのものが。122億円ではなくてもっと

低い単価になるというふうに考えてよろしいのですか。

企画部長 ただいまの石田委員さんのご質疑、例えばこれ全部公園にして

しまえばうんと安くなるだろうと、こういうご趣旨かと思います。

我々といたしましては、これ平成15年当時に中間答申をいただい

て、当時の基地対策委員会からいただいて、そのときのゾーンの

分類をもとにして、それは20年でしたか、国のほうにもそれをも

とにして提示をしているわけです。ですから、全く全部公園にし

たらどうだとか、そういう議論というか協議は全くしていないわ

けなので、その今の石田委員さんのご質疑の部分については加味

してません。平成15年当時のゾーンのままで調整しています。

以上でございます。
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石田委員 ですから、当時だと、商業地域だとかいろんなゾーンを決めた

わけですね。それで決めたところよりも、全部公園なら公園とい

うゾーンにしたほうが、全体の単価は下がると思うのです。その

下がったものの３分の１で購入可能だというふうに解釈してよろ

しいのでしょうかということなのです。

企画部長 そのお話だけでしたら、端的に申し上げてそのとおりでござい

ます。

委員長 よろしいですか。

石田委員 はい。

齋藤委員 今のお話ですと、そうしますと、こちらのほうに市街地宅地評

価法により宅地として評価、ゾーンごとのって書いてありますね。

ということは、今のあくまでも公園緑地という発想ではないとい

うことですよね。

企画部長 ただいまご提示を申し上げている部分については、先ほど企画

課長から申し上げたとおりで積算しておりますので、今の齋藤委

員さんのおっしゃるとおりでございます。

以上です。

野口委員 基本的な問題で、商業地とか、住宅地とか設定した部分で、後

で民間に売り払うということは予定した計画なのですか。後で民

間に売り払うというそういうことは前提になっていませんでし

た。

企画課長 後でそれを売るというふうには想定しておりませんで、すべて

取得した場合にという想定で試算しております。
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野口委員 財務省からの買い取りの条件として、売ってはいけないという

ことはないわけですね。つまり、住宅地として販売したり、もし

くは商業地というか、そういう可能性はあるわけですか。

企画課副主幹 今回お示しした額につきましては、市が取得したというと

ころの前提になってございますが、これが市が取得しないで売却

をするということもこれも可能かと。

〔「市が転売」と言う人あり〕

企画課副主幹 市が転売をするということもそれも可能かと思います。で

すけれども、最終的に計画の段階でこの部分については最初から

国の利用をするというようなところも可能かと思いますけれど

も。

企画部長 もうちょっと今のところをご説明申し上げますと、入間市が公

式に国に対して利用の案を提示する段階が仮に来るとしますと、

その時点で、例えば100パーセント入間市が全部買いますという

方法が１つです。半分は国で自由にしてくださいと、半分だけ入

間市が買いますと、こういう方法もありなわけなのです。国にし

てみれば、入間市に対して早くそういう案をつくれよと、平たく

申し上げますと。今はそういう段階なわけなのです。

入間市といたしましては、中間答申を受けてのゾーン計画は確

かにつくってありますが、裏づけとなる財源がまず確保できない

という大きなものがあります、先々の分で。それで、中間答申以

後の具体のゾーンの計画というのは、正直着手が今できない状態

でいるわけなのです。今後の財政状況を見ながら、後期５カ年の
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中でそういったことももう少し具体に考えていきましょうという

スタンスで今はとまっているわけなのです。

ですから、今野口委員さんおっしゃるように、では半分は国に

好きにやってくださいというような言い方も入間市として提案を

すればできるわけです。

以上です。

齋藤委員 そうしますと、優先順位としては、国のほうは、では民間で、

ここがいいから、民間の資力で買ってしまおうという優先順位。

必ず入間市が一番最初ですよというそういう保証はないのです

か。ある。

企画部長 考え方として、地元がまずどうするかという身の振り方をはっ

きりするのがまず第１です。というのは、市街化区域に編入をし

なくてはならないわけです、確実に利用するときには、それは入

間市ですから。そういったところがまずあるわけです。前段とし

てはそういったことです。

以上です。

委員長 そうしますと、今の話を確認しますと、中間答申が出ています

けれども、違う答申もというか、中間というか、何というのです

か、出し方を変えても可能という意味ですか。

企画部長 それは可能です。ただ、平成20年に、表現は悪いですけれども、

とりあえずのイメージとして国には出していますから、現段階で

はそれがもとになっているわけですから、最終的にもっとこうい

う方法でということは可能です。
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ただ、いずれにいたしましても、その辺は財源を十分に検討し

ていかないとということと、国は早く出せとは言っておりますけ

れども、その辺は余り、内輪話ですが、余り急がなくてもという

のも考えは持っております。

以上です。

委員長 今の余り早くということは、早ければ早いほど値段が下がらな

いのではないの。たてばたつほど値段下がってしまうのではない

ですか。そんなことはないですか。

企画部長 一番大きな問題としては、やはり長期的な財源をどうやって安

定的に確保できるかというところだと思うのです。それには、入

間市として本当にこういう利用でいいのかというのをそれぞれの

ご確認をいただいて、それで動かないと、どうしても絵はできま

すけれどもその先が大きなネックかなと、こんなような考え方は

持っております。

以上です。

野口委員 ここで問題なのは、馬頭坂と入間市駅との道、あれが有効とい

うか効果があるので、早くしたいということで全員一致で今話し

合っているので、国との関係であの道路をつくる用地を確保する

のに、今言ったように３分の１でいいのか、もしくは全部買い取

ってまた転売するのかを含めて、要するに入間市の費用負担が最

終的に少なくするというか、かつどのくらいだったら費用負担。

30億円、40億円だったら起債できるとか、そういうシミュレーシ

ョンして、道路をつくるときにはどうしたらいいかということで
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もう一回計画をつくり直したほうがいいと思うのですけれども、

あの土地をいかに有効活用するかというのはもうちょっと後にし

て。

企画部長 今、野口委員さんのご提言の道路をつくるのだけ早くしたらど

うだというご意見……。

野口委員 どういうことが必要かというね。

企画部長 はい。で、国といたしましては、駅前なら駅前の留保地を全体

像をプランニングしてからでないと、では道だけ先に出しますよ、

公園だけ先にいいですよということはないわけなのです。

野口委員 半分でもいいと言った。

企画部長 それは全体像を明確にした段階です。そうすれば、半分は入間

市はこう使いますと、あと残りの半分は国が使ってくださいとい

うことで全体像を提示すれば、それはそれで話が進むわけなので

す。そんな考え方です。

以上です。

堤委員 これは、例えば国が処分する前提条件として、仮に入間市がで

は買いましょうと言った場合のお金やりとりというのは、例えば

債務負担でいいのか、それとも一括で買えと言っているのか、そ

の条件というのはどういう条件。

企画部長 最新の部分は、正直調整は確認はしておりませんが、平成15年

当時の中間答申当時の国のシステムですと、10年で返済しろとい

うことです。私どもといたしましては、それを例えば30年とかに

延ばしてくれないかという要望も当時から申し上げてあります
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が、それは現段階では受け入れてもらってありません。

以上です。

石田委員 例えば、国から借りるのも１つの方法かもしれないのですけれ

ども、市中銀行から借りるというのも１つの方法でしょう、現在

の方法としては。そういった中で、例えば埼玉りそなは、市の銀

行で入っているわけだから、そういうところに、わからないけれ

ども、さっきの120億円の３分の１で40億円ぐらいの金を借りて、

それを10年なら10年で返済していくということも可能なのでしょ

う。

企画部長 今は起債の認可ですけれども、そういった方法は可能だとは思

います。ただ、いずれにいたしましても、全体像を具体的に裏づ

けをとらないと動きにくいのは事実です。

以上です。

石田委員 さっきちょっと私言ったのは、例えば全体を公園でやるという

の一番安く済むのではないかと、公園と道路だけにすると。最悪

そのほかでつくる余裕があって商業施設ができるようだったら商

業施設入れてもいいけれども、とりあえず一番安い単価で何とか

計算してみて、その方向で持っていってやって具体化するために

はそういった方法がとれるのではないか。これ指定のときに、前

ので言えば、Ｃゾーンがにぎわいゾーンで駅前広場の拡張になっ

ていますね。それ以外のところは道路と公園だというようなとこ

ろでいって、そういった計画をつくればそれで国さえオーケーに

なればいいわけでしょう。
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企画部長 考え方としてはそのとおりでございますけれども、それは国と

の調整の中だと思います。

以上です。

石田委員 最悪の場合、中間の出した案がありますね。これでＡ、Ｂ、Ｃ

で３つのゾーンになっていて、Ｃがさっき言った駅前広場の拡張

で、Ａに関しては、例えば公園等都市施設、コンベンションセン

ター等文化施設、子育て支援、こう書いてあるのだけれども、こ

れを例えばＡの施設は全部公園にしてしまうと。それで、Ｂに関

しては国のほうへ任せても何でもいいけれども、こういった施設

をつくると、これに沿った形も可能だということなのでしょう。

そういった場合に、ある程度公園でやった場合の払い下げの単価

とかそういうのも大体出てくれば、かなり現実的に話はできるの

ではないかなと思うのですけれども、どうでしょうか。

企画部長 方法の１つとしては、今の石田委員さんのおっしゃっている部

分も可能かと思います。いずれにしても、そのあたり今後調整の、

国のほうも情報のやりとりを私どもいたしておりますので、そう

いった中で国がどう示すかという部分だと思います。

以上です。

小島委員 今明確にしなくてはいけないということのお話があったのです

けれども、例えば先ほども病院の施設ができたときに家族だとか

そういうものの官舎的なものを近くに建てるとか、いわば防衛省

のほうに当たってその半分を買い上げてもらって官舎にするとか

という発想だとか、あと横田基地のほうに府中の指令部が移ると
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いうことは確定していますから、それの官舎をこっちへ勧誘して

くるような発想ができるかどうか。そういうのを防衛省と当たる

ということはできるのでしょうか。

企画部長 ただいまの小島委員さんの部分でございますが、主に東町側に

なろうかと思います、考え方といたしましては。防衛省も、これ

は理論上の話ですが、国の財産を防衛省が買い受けるような形に

なろうかと思います、今のルールですと。そういった中で、今の

小島委員さんのおっしゃる部分も、具体にもし動くとすれば、調

整の余地はあるのかなとは思います。

以上です。

山本委員 ファイナンスの関係の話がここのところ出ていたのですけれど

も、その関係で言って、入間市側の留保地、駅側の留保地ですよ

ね。その部分を商業地域主体という利用構想になっていますね。

ＰＦＩとかファイナンスの方法いろいろあると思うのですけれど

も、例えば商業ビルを建てるとかということであれば、ＰＦＩの

手法使うとかいったことも。これまず使えるのでしたよね。

企画部長 全く今の副委員長さんのおっしゃるとおり、手法の１つとして

は可能です。

以上です。

山本委員 東町側は公園緑地主体でしたから、そちらＰＦＩは無理だと思

うのですけれども、市駅の側だったら民間の活力を使って市の負

担を下げるという方法も使い方次第であるかなと。全域ではない

ですけれども、あるのかなというふうに思いました。
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それとあと、東町側の土地の経緯をちょっと確認させていただ

きたいのですけれども、あの土地、たしか開拓した人たちの土地、

結構軍が徴用というか、かなり強引に持っていったままになって

いる土地でしたよね。

企画部長 陸軍が航空士官学校をつくった当時の時代にさかのぼるのかな

と思いますけれども、その当時、あそこに基地ができて、今の航

空自衛隊になったときに、あそこ３分割で留保地として今の形に

残っていると、こういった経過はあります。

以上です。

山本委員 たしか20年の土地利用計画書の中にもその辺の言及があったと

思うのですけれども、これ要するに住民感情問題なのですけれど

も、特にまだそういう軍隊に土地を取られたみたいな部分、高値

で買ったとかという話もあるようですけれども、軍が土地を持っ

ていったという部分について、その当時おられた方というのはい

らっしゃるわけですよね、昭和十二、三年ごろの話だと思います

けれども。その辺を考慮して公園等の敷地でみだりに売却したり

はしない方針であるというような趣旨のことがたしか言及があっ

たように思うのですけれども、この部分の方針については変わっ

てないということで理解してよろしいのですか。

企画部長 当時、今副委員長さんおっしゃったように、そのときの考え方

はそのままで持っております。私どもの親の世代がまだ大勢残っ

ていらっしゃいますので、そういった方はそういう感情は多かれ

少なかれお持ちかと思います。
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以上です。

山本委員 ということであると、土地利用というか、買い取るという部分

ですよね、土地の利用をどうするかという部分の中でも、東町の

土地の使い方というのはかなり限定されてくる。売却して家建て

てしまうとか、また今度は合衆国の軍隊になるのかどうかわかり

ませんけれども、また軍用地になってしまうみたいな部分につい

てはかなり慎重に考える必要があるのかなというふうにも印象持

ったのですけれども、その辺はどう解釈されておられるか、ご見

解を。

企画部長 東町側の留保地、15年当時、中間答申でまとめさせていただい

たときの経緯というか思いは、少なからず今の自衛隊の基地は今

後も残っていくだろうと。そして、今副委員長さんがおっしゃら

れた住民感情の部分もあるだろうと。そういったところから、市

街地と基地とをある意味距離を遮断するような意味合いも含めて

公園あるいは緩衝緑地、そういった形であの部分は目指したらい

いのではないかと、こういったことで東町側はまとめた経緯があ

ります。

以上です。

山本委員 その点は確認をさせていただきました。

あと、東町側のことをお伺いしたいのですけれども、冒頭、市

長から病院の話が出ました。全部で28.4ヘクタールあって、その

うちの線路側の13.2ヘクタールは緩衝緑地で残そうという話です

よね。病院がどのぐらい持っていってしまうのでしたか。前に話
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があったような気もするのですけれども。なかったですかね。

企画部長 そのどの位置に病院をどうつくるかという形は、話では私ども

伺っていますが、具体にこの場所ということまでは情報は得てお

りません。

以上です。

委員長 ほかにございますか。

堤委員 どういう利用方法にしても、要するに購入するというのが前提

で動かなければいけないわけでありまして、例えば現在の鑑定評

価で241億円ということになると、例えば10年だと元本が年間24億

円ということになりますね。これが30年だったら年間８億円とい

う。これは元本だけですけれども。こういうことを考えると、例

えば入間市がこれだったら買えるよという。これから先どういう

財政状況になるかわかりませんけれども、どのくらいだったら。

例えば、５億円が限度ですとか。

企画部長 大変難しいご質問でございますが、ここで水道事業会計から、

ご案内のとおり、12億円を借りて３億円ずつ４年で返そうとして

いるわけです。おかげさまで１年早く返し始められるわけでござ

いますが。正直これの３億円を生み出すのもかなり骨が折れるわ

けなのです。それは４年間ですからまだ見込みがつくわけなので

す。ですから、後期５カ年の中でこの話は具体にどう動くかとい

う調整をさせていただく段取りではいますけれども、もっと具体

的な話になったときには、財政計画をつくらなくてはならない。

そのときに、見込みにもよると思いますが、今申し上げられるの
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は、毎年水道に３億円を返すのでも正直目いっぱいの状況でござ

います。これは同じように事業展開をしていった中での話でござ

いますけれども。

以上です。

野口委員 ですから、入間市駅側の留保地の利用計画を見直して、ここは

いわゆるＡゾーンというところに公共施設を考えているではない

ですか。これは無理だとわかっているではないですか。土地を買

った上に公共施設をつくろうということはもう無理なのです。で

すから、公園にするか、買って転売するか、もしか転売するまで

もなくＰＦＩとかそういった民間との共同開発するか、何らかの

形で負担を少なくしないといけないわけで、これは見直さないと。

これＡゾーン自体はもう無理だと思うので、半分だけ利用して、

あと半分は国に使ってくださいみたいなことは言えるのかどうか

含めて、もう一回練り直しすることから始まらないといけない。

この計画では、いつまでたってもだめですよね。それをやるには、

やっぱりもう一回審議会とか開いてやるしかないわけ。これは審

議会でしたかね。そちらのプラン。

企画部長 これは基地対策審議会の中間答申をいただいた。

野口委員 いや、違う違う、この利用計画。

企画部長 それは執行部独自の。

野口委員 執行部独自の。

企画部長 はい。

野口委員 そうすると、まだマスタープランみたいに権威づけされたもの
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ではないわけですね。ただ、国に出しているから、出していると

いうことがあるわけですね。

企画部長 はい。改めて申し上げますと、平成15年当時に、当時の基地対

策審議会から中間答申をいただいたものをベースにして執行部が

平成20年に国に提示したものが、今お手元にある資料です。

野口委員 いつまでたってもこれではだめで、つくり直すいい機会ではな

いかと。それだけです。

委員長 時間も結構経過してきましたので、今後どのような方向で行く

か、皆さん何か具体な話あります。

石田委員 いずれにしろ、東町も含めた両方の留保地というのは、現実的

には難しいから、とにかく駅側のほうの留保地に限ってやってい

くという中で、１つ、私も、15年のときに出したこの案に沿った

形で。例えば、Ｂゾーンについては商業や何かの地、これについ

ては国へそっくり任せるなら任せると。残りは、Ａのところは、

公園等の都市施設コンベンションセンター、そういった計画を全

部これを公園にしてしまうと。公園と道路だけ買って、あとは駅

前を拡張するというぐらいにした場合にどのくらいの予算が必要

になるのか。あるいは思い切って全部公園にしてしまって、公園

と道路だけにすることで都市計画決定してしまえば、いいわけで

しょう、本当は。そうすればそうなってしまうわけですよね。だ

から、そうすればどのくらいになるのか、その辺の具体的な金額

を出してもらえば、ある程度現実的に可能かどうかという話にな

っていくのかなという感じするのです。市が間に入って商業地域



- 25 -

なんというのをまたそれを転売してもうけるというのは、これは

恐らく許されないと思うのです、国のほうだって。それだったら

最初からもうけるという話になるから、それはちょっと考えない

で、あくまでそういった純粋に利用するだけと、永久にこのまま

利用しますからということで国に交渉していくことになると思う

のです。そういった形で計算してもらえば、ある程度具体的な金

額も出て、それが可能かどうか出てくるのではないかな。

向口委員 今の石田委員さんの考えに基本的に私も賛成なのですけれど

も。だから、そのプランを、どういうプランを考えられるのかと

いうのを……

〔「あるじゃない」と言う人あり〕

向口委員 あるのですけれども、これを見直すとして、今おっしゃられた

プランもそうなのですけれども、また皆さんの意見を吸い上げて、

幾つか。例えば、３つなら３つ、２つとか挙げていただいて、そ

れに対してではどのぐらいの予算が要るのかということを次回な

りにご提示してもらえれば、出していただけるとわかるのですけ

れども。

委員長 今のようなものは可能ですか。何か１つの案を３案ぐらいつく

るという意味。

企画部長 話としては確かにできるとは思いますが、それが実効性が全く

とれないわけですね、その段階ですと。と申しますのは、入間市

としての意思決定が何らされてない状況で、どこまでそういうこ

とができるのかどうか。きょうお示しした、先ほど課長のほうか
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ら申し上げました単価、それは固定資産の評価の単価で、ですか

らそれほど違ってはいないと思いますが、実効性がどこまである

のかというのはまた別の問題になります。

ですから、今おっしゃられていることが絵をかくのはいろんな

パターンが書けると思いますけれども、実効性がどこまであるの

かなというのは疑問を私は持っています。

以上です。

向口委員 済みません。今いろんな意見が出て、何となく方向性が少しず

つ見えてきているような気がするのです。ですから、それを最終

的にこちら側でではどういうプランが実効性として一番近いのか

なというところをある程度決めて、それでご提示していただけれ

ばどうかなと思うのですけれども。

基本は、先ほど石田委員が言われたような筋がいいのかなという

ふうに思うのです。ただ、そのときに、もうちょっと具体的な、

もうちょっと違う意見がもしかしたらほかの方であるかもしれま

せんし、あればそういうものをもとに、例えばそこをこういうふ

うに違うような形でやったら幾らになるとか、３パターン、４パ

ターンぐらいで出していただければ、イメージとしてもこちら側

も話が進めやすいというのですか、絵にえがきやすいのです。そ

れをこちら側でもっともっとどういうふうなものが現実性がある

のかというのをここである程度煮詰めていくといいのかなと思う

のですけれども。

石田委員 ちょっと補足しておくと。私が思っていたのは、施設をつくる
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というのは、極端に予算的にはかけないと。だから、あくまで用

地取得を最優先で考えて、一番金のかからないのは、公園や何か

だろうと。公園と道路つくるぐらいで、あとは何もつくらないで

いくぐらいが精いっぱいではないかと。この上にまたコンベンシ

ョンセンターとかいろんな施設をつくるということになると、ま

た膨大な金もかかるし、その後の維持費もかかるわけですね。だ

から、ちょっとそれは考えないでという意味なのですけれども。

向口委員 私も基本そういう線がいいと思うのです。ただ、そのときに、

では道をどのぐらいにどうするのかとか、もうちょっとパターン

を変えて出したらどうなのかなというふうに思ったのですけれど

も。基本は一緒です、余り特別なことはできないと思いますので。

委員長 今の案、具体的といいますか、例えばＡの案とか、Ｂの案とか、

Ｃの案というようなものをつくっていただいて、それにお金的な、

今固定資産税の踏み方で踏んでもらって、これが幾らですよ、こ

のコースが幾らですよというようなそういうふうな方向をやって

いただいて、この委員会でそれらを討議して、今度は正式にお願

いするとか、そういうふうな方向ではまずいのですか。

企画部長 方法としては、方法の１つかなと思います。幾つかのパターン

で、平たく申し上げますと、あくまでも絵の段階でというご理解

をいただきたいと思いますが。

堤委員 個人的に思うのは、絵をかくことはこれはもう自由で、どんな

絵でもかけると思うのだけれども、やはりその後のことを考える

と、国が売却をするとしているその条件、これが変わらない限り
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は、とてもではないけれども、絵にかいたもちで終わってしまう

という。仮に石田さんの意見を取り入れて公園にしようと言った

って、仮に150億円かかると。

〔「そんなにはならないと思うのだけれども」

「３分の１で済むのだよ」と言う人あり〕

委員長 東町入れてありますからね、241億円というのは。

堤委員 だから、全体の計画を示すわけでしょう。部分的な購入という

のは、国側が条件としては認めてないわけだから。

〔「両方一緒という意味」と言う人あり〕

委員長 別々でしょう。

企画部長 別々です。東町は東町、駅のほうは駅のほうということですね。

堤委員 では、122億円だけ考えればいいということ。

委員長 そういうこと、とりあえず。

堤委員 それにしてもやっぱり国が提示する条件が今よりも変わらない

限りは、ちょっと難しいでしょうね、どういう形にしても。

企画部長 やはり最終的には、今のご提案の絵はかくことはやぶさかでは

ありません。それが堤委員さんのおっしゃるように、国の条件と

どこでマッチさせるかですね。その辺だと思うのです。ですから、

それは我々の仕事になるわけですけれども、入間市としてはこう

思っているのだけれども、国はどうなのだという作業が。今の段

階ですと全く条件が緩和されてないわけですから、そのあたりで

す。

齋藤委員 先ほどのいろいろ意見聞いているのですけれども、先ほど石田
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委員がおっしゃったのは40億円というお話ですよね。堤委員がお

っしゃるのは241億円。

〔「全体」と言う人〕

齋藤委員 全体ですね。これを10年で返還すると、そういうことですよね。

そうすると、今言ったように、例えば石田委員がおっしゃったよ

うに、起債で40億円とかそういうことですよね。だから、私自身

は、先ほどから絵をかいてどうこうというあれがあるのですけれ

ども、例えば40億円を10年間で４億円ずつどうしたら返済できる

かとか、今堤委員がおっしゃったように、今度24億円です、10年

間で返済すると。もっともっと現実的な発想でいかないと、今絵

にかいてもっともっとこれを圧縮するということでしょう。そう

いう意味ではないですか。例えば、商業地域に何をやって、それ

で利益を生み出して、40億円なりまた今の二百四十何億を返済し

ていくというそういう意味で話しているのではないですか。

石田委員 私はそういう意味ではなくて、あくまで駅前のほうだけ、東町

のほうは抜いての話。駅前のほうの用地の話で全体が今122億円

という、そのうち公園で買うという国のほうの処分条件があるじ

ゃない。処分条件の中で公園でやると３分の１の時価で売り払い

してもらえるということになると、３分の１だから40億円ぐらい

でできるのではないかと。それで、40億円、それはどういうふう

にやるか知らないけれども、国のからいろいろ関係して金を借り

ると10年で返済しなさいという話になるのです。市中銀行だった

らもっと延ばしてもいいのかなという感じもするのです、20年と
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か。だから、その辺を交渉の余地もあると思うので、私は市中銀

行か何かでもうちょっと単価を下げれば現実的になっていくのか

なという。

堤委員 確かに公園というのも１つの考え方でしょうけれども、仮に公

園だったら、では入間市が買う必要ないのではないか。国で勝手

にやってくださいと。

〔「市民は可能性ありますね。道路だけ、

そんなと思う人はきっといますね」

と言う人あり〕

堤委員 要するに都市計画上いい場所だから、こういう形で入間市の将

来像を描いていこうということであれば、ある程度の賛同もある

のでしょうけれども、公園にするのだったら、国が勝手に使って

もらっていいではないかという話になってしまうと思うのだけれ

ども、そこまで入間市が財政負担する必要が果たしてあるのか。

それともう一つ、これ過去に市民アンケートみたいなのあるの

ですか、留保地の処理の関係について。

企画部長 この留保地についての意識調査は、直接的には仕掛けたことは

ございません。

委員長 これで最後にしましょう。

山本委員 ２つほどお聞きしたかったのですけれども。

まず、１点目なのですけれども、今石田委員さんからお話に出

たように、市駅の側を先行して具体化するということ自体につい

て私も反対ではないのです。少しでも取りかかりつくらないと、
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多分話進まないというのはあるなというのは思ったのですが、国

のほうが今非常に財政逼迫していて、税制の論議の中で無駄を省

くとか、資産の売却のほうが先ではないかという話が今出ていま

すね。そういう状況でいくところの大口返還財産の処分条件です

よね。私たちが求めている方向とは違って、逆に売却条件厳しく

なってしまうのではないかという心配をちょっとしているので

す。これ余り政党の名前出してはいけないのかな。例えば、民主

党が政権とっていて参議院過半数足りないと、みんなの党さんと

連立すれば、そういう意見に流れてしまうだろうなという心配を

しているわけです、高く売れという主張されておられるわけで。

そうなってきたときに、時間的な余裕の部分も含めてどうなのか

なという心配をちょっとしているのです。これ自体もう仲立ちの

話なので、ここで気をもんでも仕方がないのかもしれないのです

けれども、方向性として、市駅の側の話を早く煮詰めていこうと

いう部分は基本的に賛成だし、できるだけ安く地面を買える方法

を考えようというのも基本的には賛成なのですけれども、東町側

のことについても基本線は固めておかないと、国で勝手に言われ

てしまって、それこそ宅地になってしまったみたいな話とかとい

う状況は、地域の意向で考えるとなかなか難しい。警察署の跡地

すらなかなか買い手がつかないので、買い手がついてくるかどう

かというのはちょっとわからないですけれども、やはりどちから

かに傾斜してやるとしても、全体像としての考え方、基本線とし

ての方向性はセットで出しておかないと、片方を勝手に処分され
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てしまったり、条件がもっと厳しくなってしまったりするような

ことがあると心配だなと思っているのですけれども、その辺ご所

見聞いても仕方ないのかもしれませんけれども、お考えいかがで

すか。

企画部長 大きな意味の考え方を申し上げますと、これは再三話にも出て

いる部分ですが、入間市駅前側については、入間市の顔という部

分を生かしていきたいと。そして、東町側については、今も副委

員長さんのお話しのありましたように、広い意味の公園、あるい

は緩衝緑地、こういったところで市民の憩いの場所ということで

位置づけをしていたわけです。これは現在もスタンスは変わらな

いわけなのです。ただ、その裏づけとなるやはり財源問題をどう

調整すれば実現できるのかというのが物すごく大きな課題なわけ

なのです。現在までの考え方はそういったところです。

以上です。

山本委員 大体わかりました。

あと、市駅の側で公園でというお話が今石田委員から出ていた

わけで、私も基本線それでいいのかと。余り箱をつくるというご

時世でもないし、基本もうあれだけうっそうと緑あるわけだし、

公園でいいのかなという気はするのですが、１点ちょっと気にな

っていたのが、本会議で答弁があったかもしれませんけれども、

市民会館、公園の上に建っているので、あれ増築きかないのです

よね。老朽化もいずれ進んでいくわけで、例えば代替地をここに

求めるとかといったようなことあわせて考えに入れたほうがいい
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のかどうかみたいな部分ですよね。何もつくらないという選択も

ありますけれども、市民会館だけはここにつくろうとかといった

ような選択肢。うちの公共施設のストックを考える中で、ここに

土地を求めることを考えたほうがいいものというのもあるのかな

というふうに思うのですけれども、その辺のお考えはいかがです

か。

企画部長 ただいまの例えばの市民会館の部分ですが、国に20年に示した

案の中にも、公共施設のゾーンということでは、具体の施設は別

として、そんな意味合いの部分は位置づけはしてございます。

以上です。

委員長 時間もかなり経過していますので、この辺で今後の留保地につ

いてどうしていくか、その辺のところをまとめといいますか、ど

うしていくかということなのですけれども。

今の議論の中から言いますと、ある程度今まで中間報告で出て

いたゾーンの方向で言いますと、ここに価格があると。内容には、

これではとても買えないという意見も出ているというそういった

中で、ゾーンをまた見直して、道路を含めた公園あるいは公共施

設をつくる場所とかそういうものをまず絵に案としてかいてもら

って、この程度だとこの辺かかるのだと、この程度だとこの辺か

かるのだと、そういうものをつくっていただいて、留保地の関係

は今後進めていったほうが進めよいのかなという感じは持ってい

るのですけれども、その辺でよろしいですか。どうですか。３案

ぐらいつくっていただいて。そんなぐあいで今後進めたいと思い
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ますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

では、次に騒音問題の関係についてですが、ご協議をいただき

たいと思います。先ほどの資料でいきますと、騒音の関係出たわ

けですが、今後どうしたら基地対策協議会として騒音問題を取り

組んでいくか。そういうご協議をいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

野口委員 今深刻なというか、問題になっているのは、入間基地の東町あ

たりか、横田基地の狭山台なのか。私は住んでないのでわからな

いので、どっちなのですか。

委員長 私のほうから言いますが、前回は入間基地も横田基地も含めて

という話だったのです。

野口委員 だったのだけれども、深刻というか。同じ。

〔「両方です」と言う人あり〕

堤委員 この騒音の内容については、飛行機の機種によって大分違うと

思うのですけれども、これは過去のデータでどんな飛行機が飛ん

でいるのかというのは、何か資料ありましたか。

企画課長 機種別にとった調査はございません。しかしながら、それぞれ

の横田基地あるいは入間基地に配備されている飛行機というのは

わかりますので、そういった飛行機の訓練で騒音が生じていると

いうことは予想できます。

堤委員 例えば、機種によって要するにエンジンのパワー違いますね。

だから、最大ここに表示されているような騒音が測定されている

裏づけとして、どういう飛行機が飛んだときにこの数字が出るの
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かというのは必要ですよね。例えば、飛行機が将来的にエンジン

の改良があってもっと低音のエンジンが搭載されるようなそうい

う方向性があるのかどうか。軍用機だからなかなかその辺は難し

いと思うのですけれども。例えば、機種とエンジンの出力の関係、

そういったものがもしわかれば、何か参考になると思いますけれ

ども。

〔「資料１に出ていますね。資料１のと

ころ、基地の概要が載っているので。

これだけではないと思いますけれど

も」と言う人あり〕

野口委員 騒音問題で目標は、防音工事区域外ですごい悩まされていると

ころの救済だと思うのですけれども、それでいいのですか。つま

り、全部を含めてうるさいから飛行回数を減らしてくれみたいな

そういったことを含めたものなのか。私も２カ月置きにあるので

わからなくなっているのだけれども。この騒音問題のねらいとい

うのは、区域外を救済ですか。それとも、区域内であってもうる

さいところは要請するとかそういったことまで含めて。

石田委員 私が思うには、１つは、金子のほうの横田の関係はたしか狭め

られたのですよね、前と比べると。狭くなってきているので、そ

の辺の不満があるのかなというので、それが１つ心配。

もう一つ、入間基地の関係は、まだそこは狭められていないけ

れども、これで狭められる可能性も出てきていると。一方では、

民間も飛行場は私はたしか70Ｗだと思うのだけれども、70Ｗの区
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域まで広げているのではないか。だから、そういった点からする

と、実際に75Ｗだろうと70Ｗだろうと、そんなに極端に変わるわ

けではないのです。それが分けられているから、できるなら広げ

る方向で考えてもらうのが１つの課題なのではないかなと。狭め

られるというのはとんでもない話だというところなのかなと。

委員長 ほかにありますか。

今の話でいきますと、今まで騒音の区域内になった以上にふや

していく、基地対策としてはふやすべきだという要望なりなんな

り出すというそういうこと。

石田委員 民間飛行場でやっているところまで、自衛隊の基地だろうと、

横田基地だろうと、その辺までは広げるべきではないかという。

委員長 そういうことですか。

堤委員 今資料の２を見ているのですけれども、素人考えでも、75Ｗの

エリアがこういうのこぎりみたいな感じで線引きがされるという

のは、ちょっと常識では考えにくいのですけれども、飛行機がこ

ういう飛び方をしていればあり得るのでしょうけれども、まずあ

り得ないですよね。ということは、この中にぐっと入り込んでい

るエリアのところは、恐らく測定外なのですかね。測定されてい

るエリアではないから、この資料の１のこういった線引きになっ

ているわけです、75Ｗが、エリアから。普通飛行コースからいっ

たら、こういう刻み方というの考えにくいですよね。

委員長 その辺はどういうふうになっているのですか。

企画課副主幹 こちらの線引きにつきましては、既存の道路等で線引きを
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しているということで、このような形のぎざぎざといいますか、

そういう形になっているというのを聞いております。

堤委員 飛行コースと道路というのは関係ない。便宜上道路で分けたほ

うがわかりやすいということはわかりやすいのでしょうけれど

も。特にこの周辺に住んでいる人たちは、なかなかこれでは納得

いかないですよね。この辺の背景がもし具体的に情報としてとれ

れば、こういう理由でこういう線引きになっているのだという。

委員長 その辺は答えられます。

企画部長 これ当時線引きをしたときの状況の話ですけれども、先ほどの

最初にお配りさせていただいた資料27、これ直線でずっと真ん中

の線がありますけれども、これから両方に左右に振ってエリアを

決めるわけです。そのときに、先ほど副主幹が申し上げましたよ

うに、同じところで線を引けば地図上は引けるでしょうが、防衛

とすると、やはりそれはある区切りをして、道路なりで線を引く

と、引かざるを得ない、実際には。そういう作業をしているとは

私のほうも承っています。そうすると、では道の向こうとこっち

で音が違うのかという現実の話があるわけなのですが、防衛の論

とすると、どこで線を引かなくてはならないと。そういったとこ

ろから、便宜上、境目と思われる道で線を引いていると、そうい

うふうに話は聞いております。

以上です。

堤委員 それが例えば75Ｗのエリアが本来であればここなのだけれど

も、道路がこっちにあるのでちょっとふくらんで取り込んでいま
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すよということであれば、地元の人はそれだけメリットがあると

いうことなのだけれども、逆に入り込んでいるために本来ここの

エリアは75Ｗという測定のエリアなのだけれども、道路がたまた

まこうなっているからここでカットよというこういうやり方は、

確かにどこで線引かなければいけないのだけれども、少し膨らん

でエリアを設定していくのであれば、これは地元としてはそれだ

けのメリットがあるということだよね。それが逆に絞り込まれて

いるのであれば、その分だけカットされているという話になって

しまうわけです。その辺の内容が絵だけではわからないので、道

路で区切っていますよということも話としてはわかる。だけれど

も、その道路から外れたところが実際は75Ｗだった場合に、それ

はある意味では不平等ということになりますよね。

企画部長 ただいまの堤委員さんの部分でございますが、この線引きをし

たときの経過を当時聞いてみたこともあるのですが、個々のポイ

ントは私も確認はしていませんが、話の中では、75Ｗなら75Ｗの

ところをフォローできるようなところで線を引くわけです。その

ところでのりしろの外側の部分で道路で区切っているという状況

の説明は受けたことがあります。

以上です。

堤委員 わかりやすく言うと、おまけしているという。

企画部長 ややそういう話は聞いています。

堤委員 その上に学校がありますよね、この白地のところ、この絵でい

うと。これは学校ではないのかな。東町小と豊小、これは防音の
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対象にはなっていないのかな、学校自体。

企画課副主幹 こちらの図面は、住宅防音工事ということで一般住宅に対

しての区域でございますので、そのほか学校等につきましては、

こちらは防衛省のほうの補助をいただいて工事はしてございま

す。

委員長 よろしいですか。

堤委員 はい。

委員長 ほかにありますか。

〔発言する人なし〕

委員長 ないようですので、今後この騒音の問題、どう特別委員会で進

めていくかある程度具体的なものにいかないと、３月までにまと

まりませんので進めたいと思いますが。

意見の中にもありましたが、縮小されたというものが、どの程

度縮小されたかわかりませんけれども、現在の線からもっとあっ

たわけだと思う、縮小されたということであれば。大きくしてく

ださいという特別委員会としての防衛省なりなんなりに要望なり

出すというような方法は可能なのですか。

企画課長 それは特別委員会名として要望することは可能と思われます。

石田委員 この入間基地の関係なのですけれども、この図面、資料２のと

ころのを見ますと、昭和58年12月24日の告示になっているのです。

それから大分時間たっているので、いずれにしろこれから、場合

によっては、75Ｗの外れたところを少し調査してみたらどうなの

かなと。騒音の調査してもらって、それで75Ｗのところに加える
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べきなのか、あるいは実態もその辺を調べてみる必要ある。いず

れにしても、機種もかなり変わってきているし、飛行回数も変わ

ってきているだろうから、少なくとも昭和58年の段階だと大分大

きな時期が過ぎていますので、そこを調査してもらったらどうか

なと思うのですけれども。

委員長 今のは可能ですか。

企画課長 現段階で、きょうの時点ではお答えできませんが、防衛局のほ

うと調整はさせていただきたいと思います。

石田委員 だから、もし騒音器や何かもうずっとつけるということではな

くて、１年なら１年間ということでレンタルで借りて設置すると

か。そうすれば、それほど極端な費用はかからないのではないか

と思うのです。一応そういうことでお願いしたいと思います。

企画課長 それでは、それらの意見も踏まえて防衛局のほうと調整をさせ

ていただきます。

山本委員 たしか前回、横田基地を見学するかしないかみたいな話もあっ

たと思うのですけれども、私個人の話をするとあれですけれども、

うちは75Ｗの対象地区の中に家があります。ただ、借家なので対

象外です。非常にうるさいです。それはともかくとして、近所の

人の話として、75Ｗの地域を見ていても、２丁目入っているのに

何で６丁目入らないのみたいな話あるわけです、行政道路で切っ

てしまっているわけですから。６丁目とか３丁目の方からすれば、

何で道路一本でうち対象外なんだみたいな話を結構聞かれたりも

するし。ということから考えると、入間基地はこの前行きました
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ので、横田も足運んだ上で、例えば豊岡東地区の区長会長さんだ

とか、金子地区の区長会長さんあたりに住民の皆さんの声という

ことで意見聴取したらいかがですか。それを踏まえて要望を出す

ような形でお運びになったほうが、より実感のこもったような要

望書なりなんなりになるのかなというふうにもこの点に関しては

思うのですけれども、その点いかがでしょうか、委員長。

委員長 今の話は出ます。

企画部長 地元の方々のご意見を伺う機会をつくったらどうかと、こうい

ったことでしょうか。

山本委員 委員会としてお招きするなり、あるいは出向いていってお話を

聞くなりという方法は委員会としてとれると思いますので、行政

は行政として当然日ごろからやっていただいていると思うので、

委員会として要望書出すわけですから、委員会として住民の皆さ

んの声というのも、全員からは聞けませんから、一定の取りまと

めをしていただくという前提ですけれども、地元の代表者なりの

皆さんのお声というのを委員会として聞いた上で、要望するなら

するで要望書をつくるとかといったようなことがあってもいいの

かなというふうに思ったので、執行部からのご意見というよりは

委員の皆さんのご意見をお伺いしたいなというところなので。

委員長 今山本委員の話なのですけれども、皆さん何かありますか、こ

の件に対しまして。

堤委員 考えとしては別に否定できるものではないのですけれども、例え

ばその範囲をどこまでどういう人に聞くかというのは非常に難し
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いと思うのです。それよりは、我々が75Ｗの音を実際に聞いてみ

ようと、どういう音なのか。80Ｗになったらどういう状況なのか。

よく地下鉄の車内だとかそういう表現がありますけれども、ただ

数字だけで漠然としたものですよね。

委員長 その後対応していくと、要望書なりなんなり出すとかという意

味で進めてしまっていいのですか、今の堤さんの話だと。

堤委員 機会があれば、実際に聞いてみて。

委員長 聞いてみて、そしてこれはもっとエリアを広げるべきだとか何

とかということもそこへ含めてきての話に行くわけですね。

堤委員 現地調査です。

向口委員 私、ちょっと不勉強な部分もあるのですけれども、防音工事を

するしないというのは、昭和何十何年に越してきた基準の年があ

るのですよね。その年以降に越してきたとか、住み始めた方には

そういうのはないととらえてよろしいのでしょうか。

企画部長 ただいまの向口委員さんの部分でございますが、先ほど来お話

が出ているこの絵、ここで告示がされているわけです、昭和58年

12月24日と。この告示以前にあった住宅は、防音の対象にします

と。それ以後に新築された住宅は対象外ですというのが現実なの

です。ですから、そこら辺我々も、いわゆる告示後住宅と呼んで

いるのですが、告示後住宅を救済してくれと。これは従来防衛に

対して要望しているわけなのです。

ところが、これは国の言い分ですが、入間基地と横田基地だけ

ではないと、日本中あるのだということで、なかなかそれは採用
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していただけないのが現実なのです。ただ、その辺も我々として

は引き続いて要望はしているのが実態です。

以上です。

〔「それはいいこと聞いた」と言う人あり〕

委員長 よろしいですか。

時間のことばかり言ってはあれなのですが、もうかなり時間が

たっていますので。今後、騒音問題につきまして、今いろいろ意

見があったわけですが、その中でエリアが狭まったということで

広くお願いをするという１つの意見、そして１つは58年以前に建

った住宅は対象、その以後だと対象外ということの説明あったわ

けですが、それらの基地対策として要望を出すのかということで

す。そんなことともう一点は、まずは肌で感じようということで

現地視察をどうだという３点ぐらいかなという感じがあるのです

が、この辺で皆さんの中でどうしたらいいでしょうね。

石田委員 いずれにしろ、現地を１度調査して、その結果で、これではや

っぱり変えたほうがいいだろうとかいう意見がまとまれば、そこ

でまとめたらどうですか。

委員長 今そういう意見もあったのですが、いかがですか。現地調査を

まずはして意見を調整すると。よろしいでしょうか。

齋藤委員 その現地調査というのはどの辺を考えているのですか。

石田委員 １つは、75Ｗに外れている区域と入っている区域の境で、齋藤

さんのうちのほうとか、ちょっと外れるところとか、駅の近くだ

とか、そういうところを何カ所か見て、どのぐらいの騒音の違い
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があるのか、その辺も。簡単な測定器あるというから、そちら持

っていけば違いがわかるのではないですか。

委員長 測定器持ってですか。

石田委員 簡単でいい。

委員長 借りられますか。

企画部次長 環境課にこのぐらいのあります。その場に行って三脚につけ

て、レコーダーが必要ならレコーダーで書けるかと思います。も

しあれだったら環境課の職員に同行願って。ただ、Ｗ値と騒音と

いうのは別のものですから、その辺認識していただきたい。例え

ば、ばあっと来て85デシベルだけれども、ＷＥＣＰＮＬというの

は、それだけで決まるものではないので。朝飛んだ、夕方飛んだ、

夜飛んだ。暗騒音、今録音の騒音が幾つなのか、そういったのを

総合的に評価して出しますから、ただ単にピークレベルだけとっ

て、ここは75Ｗだ、80Ｗだというのはちょっと。ただ、参考には

なります。

委員長 では、基地対策としては、騒音の問題は、まずは現地調査とい

いますか、現地へ立ち入ってやっていく方向。そして、その後は

要望書なりにつながっていくというような状況でよろしいです

か。

〔「はい」と言う人あり〕

委員長 それでは、そんな方法で行きたいと思います。

次に、その他なのですが、何かございますか。

〔「なし」と言う人あり〕
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委員長 なければ、その他を終わりたいと思います。

それでは、次回の日程についてなのですが、この辺はどういた

しましょう。現地調査ですか。

〔「正副委員長に一任」と言う人あり〕

委員長 一任でよろしいですか。

〔「決算なんかあるから、うまい日程を」

と言う人あり〕

委員長 よろしいですか。では、事務局と、場合によったら企画課とも

相談しながら正副に一任させてもらってよろしいですか。

〔「はい」と言う人あり〕

委員長 では、そんなぐあいでお願いします。

ほかにありますか。

〔「なし」と言う人あり〕

委員長 なければ、会議を閉じます。

△ 閉会の宣告（午後 ３時３０分）

委員長 これをもちまして、基地対策特別委員会を閉会といたします。

本日は大変ご苦労さまでした。

△ 署名

以上審査の次第は、正確なることを証するため、ここに署名する。

基地対策特別委員会委員長 金 子 俊 雄


